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今月の主な記事 住 民 の 動 き
令和５年６月末現在（　）内は前月比

人　口	 35,424人	（−11） 15歳未満	 5,120人	（ー６）

65歳以上	 9,129人	（ー２）

平均年齢	 44.8歳

　男	 17,093人	（ー４）

　女	 18,331人	（ー７）

世帯数	 15,305戸	（＋５）
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　「とくしま藍推進月間」である７月、地域おこし協力隊は、藍染めの染料「蒅
すくも
」づくりの一環である「藍

あい
粉
こ
成
な
し」と呼ばれる作業を

行っています。作業の詳細等は、地域おこし協力隊活動報告（11ページ）をご覧ください。
　また、町内では、「とくしま藍推進月間」、７月24日（月）の「とくしま藍の日」にちなんだ各種イベント（10ページ）を行っています
ので、ぜひご参加ください！
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令
和
５
年
第
２
回
議
会
定
例
会
は�

６
月
６
日
に
開
会
し
、
町
長
提
案
18
議

案
を
可
決
し
、
16
日
に
閉
会
し
ま
し
た
。

６月議会

　自転車を利用する65歳以上の方のヘルメット着用促進を図り、交通事故
防止及び交通安全の推進のため、ヘルメットの購入費用を一部補助します。
受 付 期 限　令和６年３月31日（日）まで　（土日・祝日・年末年始を除く）
補助対象者　本町の住民基本台帳に記載されている65歳以上の方
補助対象ヘルメット　�SG・JCF・CE・GS・CPSC安全認証マークの中でい

ずれかの安全基準を満たす新品のヘルメット
補 助 金 額　購入額の1/2（100円未満切捨て、上限3,000円）
　　　　　　※７月１日から令和６年３月31日までの購入分が対象です。
　　　　　　※補助対象者１人につき１個かつ１回限り
申 請 方 法　申請書類を建設産業課へ郵送又は窓口提出
　　　　　　※申請書類は建設産業課窓口で入手するか、町ホームページからもダウンロードできます。
提 出 書 類　◦藍住町自転車用ヘルメット購入費補助金交付申請書兼請求書（様式第１号）
　　　　　　◦誓約書兼同意書（様式第２号）※様式第１号の裏面
　　　　　　◦領収書の写し
　　　　　　◦�保証書又は取扱説明書等（安全基準を満たしていることが確認できるもの）の写し、若しくは安全認

証マークが確認できるヘルメットの写真（窓口申請時に持参でも可）
　　　　　　◦振込先口座を確認できる通帳（見開き１ページ目全面）などの写し

申・問   
建設産業課　〒771-1292　奥野字矢上前52-１（☎637・3122）

　　　　　　　　　　受付時間　午前８時30分～午後５時（平日のみ）

自転車用ヘルメットの購入を一部補助します
～65歳以上対象～

７月は
「青少年の非行・被害防止
全国強調月間」です
　こども家庭庁では、関係省庁や地方公
共団体、民間関係団体と連携しながら総
合的な非行・被害防止活動を展開するた
め、学校が夏季休業に入る７月を「青少
年の非行・被害防止全国強調月間」とし
ています。
　本町においても、青少年の非行・被害
防止に向けた啓発活動などを集中的に実
施しますので、関係団体や住民の方々の
ご理解・ご協力をお願いします。

【最重点課題】【最重点課題】
　インターネット利用におけるこどもの
犯罪被害等の防止

【重点課題】【重点課題】
１有害環境への適切な対応
２薬物乱用対策の推進
３�不良行為及び初発型非行（犯罪）等の防止
４再非行（犯罪）の防止
５重大ないじめ･暴力行為
　等の問題行動への対応
　県では、本強調月間と併せて、７月・
８月に「第46回『防ごう！少年非行』県民
総ぐるみ運動」を実施し、本町において
も、各種事業を展開します。
問 �青少年相談室（☎６３７・３３１０）
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　エネルギー・食料品等の価格高騰に直面し、特に影響を受ける住民税非課税世帯等に対し、１世帯当たり�
３万円を支給します。

１　支給対象者１　支給対象者
　基準日（令和５年６月１日）において、藍住町に住民登録がある方で、⑴又は⑵のいずれかに該当する
世帯の世帯主
※�未申告の方がいる世帯は、その方の令和5年度（令和4年分）の所得について、住民税の申告をした上で、
世帯全員が非課税となった場合に対象となります。

※一人暮らしの学生等、住民税が課税されている方の扶養親族等のみで構成される世帯は対象外です。
⑴　世帯全員の令和5年度住民税均等割が非課税の世帯
⑵　家計急変世帯
　　�⑴に該当しない世帯のうち、予期せず令和５年１月から９月までの家計が急変し、世帯全員が⑴の�
世帯と同様の事情にあると認められる世帯

2　支給額2　支給額
　１世帯当たり３万円（１世帯につき１回限り）

3　申請方法3　申請方法
⑴　令和5年度住民税均等割が非課税の世帯
　　ア　世帯全員が、令和５年１月１日以前から藍住町にお住まいの場合
　　　　�対象と思われる世帯に、申請書類を７月中に送付しますので、書類が届いた方は同封の案内文

書を確認して申請してください。
　　イ　�世帯の中に、藍住町に課税情報がない方（令和５年１月２日以降に藍住町へ転入した方など）が�

いる場合
　　　　申請が必要です。申請書類は町ホームページに掲載しています。
⑵　家計急変世帯
　　申請が必要です。申請書類は町ホームページに掲載しています。

4　申請期限4　申請期限
　10月31日（火）まで

申・問   政策推進室（☎637･3124）

エネルギー・食料品等価格高騰重点支援給付金

【応募資格】　町内で「事業所」「店舗」を有する事業者
【費　　用】　登録・換金等手数料は無料
【募集期限】　７月31日（月）まで
【申込方法】　�商品券取扱店登録申請書に必要事項を記入しご提出ください。
登録店舗（昨年度の商品券取扱店）は、申請の必要はありません。
商品券取扱店募集要項及び登録申請書は、町ホームページに掲載しています。

申・問  福祉課 〒771-1292 奥野字矢上前52-1 （☎637・3114）
　　　　受付時間：午前８時30分～午後５時（平日のみ）

新規取扱店
募集中あいずみ商品券 　あいずみ商品券事業は、１万５千円分の商品券を

１万円で購入できるプレミアム付商品券や、対象者
を限定した商品券を支給する事業です。
　商品券取扱店に登録し、お店のＰＲや販売促進に
ご活用ください。
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　毎年８月は児童扶養手当現況届と特別児童扶養手当所得状況届の提出時期です。この届出をしなければ、�
11月以降の手当が支給されません。
　次の日程で受付を行いますので、受給されている方は必ず手続をしてください。

日　時　児童扶養手当　８月３日（木）～18日（金）　　特別児童扶養手当　８月14日（月）～25日（金）
　　　　午前９時～午後５時（土日・祝日を除く）

場　所　住民相談室（福祉課隣）
手続に必要なもの
・印鑑（申請時に押印したもの）
・手当証書
・その他添付書類（案内文書でご確認ください）
　また、８月14日（月）、15日（火）は、手続と同時に母子・
父子自立支援員による就業支援等の相談をすることが
できます。
時　間　午前10時～午後３時30分
場　所　上記と同じ

問�福祉課（☎６３７・３１１４）

　現在、受給者証をお持ちの方で、引き続き認定となる場合には、７月中に案内をお送りします。また、次の
①から④に該当するにもかかわらず、受給者認定を受けていない方は、ご連絡ください。

①�身体障害者手帳１級又は２級をお持ちの方
②�療育手帳「Ａ」をお持ちの方
③�知的障害（自閉症を含む）による特別児童扶養手当１級の対象児童
④�身体障害者手帳３級又は４級かつ療育手帳「Ｂ１」をお持ちの方
※所得額等の制限あり

問�福祉課（☎６３７・３１１４）

今　月　の　納　税　・　納　付
町税・保険料 納期限 ※�口座振替をご利用の方は、前日までに口座へご入金く

ださい。
① 固定資産税 ２期

７月31日（月）国民健康保険税 １期
② 介護保険料 １期
●�口座振替契約を解除するには、解約手続が必要です。転出・婚姻等、世帯状況に異動があった場合でも、自動
的に解約となりませんのでご注意ください。
●�納付期限を過ぎている納付書及び１枚当たりの税額が30万円を超える納付書は、コンビニエンスストア及びス
マートフォン決済アプリ「LINE�Pay」では納付できません。
●�令和５年度課税分から地方税統一QRコードを
使用した納付が可能です。
　�利用方法など詳細は、地方税お支払サイトをご
確認ください。

　　 ①に関すること：税務課（☎６３７・３１１７）　　②に関すること：介護保険室（☎６３７・３３１１）問

ハローワーク鳴門からのお知らせハローワーク鳴門からのお知らせ
　ひとり親（児童扶養手当受給者）の方を対象とし
て、ハローワークがお仕事の出張相談を行います。
相談は完全予約制としていますので、事前にハ
ローワークで予約の上（電話予約可）、児童扶養手
当の現況届を提出する際に、ぜひご利用ください。

日　時　8月17日（木）　午前10時〜正午
場　所　役場 １階 101会議室（福祉課隣）

問 ハローワーク鳴門（☎685・2270）

～ 現況届と所得状況届はお早めに ～

８月１日は重度心身障がい者等医療費受給者証（受給者認定書）の更新日です

地方税お支払サイト
地方税のお支払が便利・簡単に‼

eL マーク eL-QR eL 番号

スマホや
パソコンで
お支払が可能です

※�「QRコード」は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。 地方税お支払サイト
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　令和５年10月１日から、消費税の仕入税額控除の方式として適格請求書等保存方式（インボイス制度）が実施されます。
　事業者の皆さんには、インボイス制度について理解を深めていただき、インボイス制度の実施に向けて必要な準備を進
めていただくため、インボイス制度等説明会（登録要否相談会）を開催しますので、是非ご参加ください。
日時　７月26日（水）、８月23日（水）、９月20日（水）
　　　午前の部　午前10時30分～正午 ／ 午後の部　午後１時30分～３時
場所　鳴門税務署　大会議室（鳴門市撫養町南浜字東浜39番地３）
定員　各回24人
〇  説明会終了後、登録要否の相談を希望される方を対象に登録要否相談会（個別相談）を行います。詳細は、 

お申込みの際に税務署職員にお問い合わせください。
〇 会場収容人数の都合上、事前予約制としますので、事前にお問合せ先まで申込みをお願いします。

　　 鳴門税務署 法人課税第一部門（☎685・4101（代表）（内線22））
　　�代表電話にお問い合わせいただく際は、自動音声案内に沿って｢２｣を選択してください。
問

マイナンバーカードの休日交付を実施しています！マイナンバーカードの休日交付を実施しています！
　藍住町では、マイナンバーカードを平日に受け取ることが難しい方を対象に、休日交付の窓口を
開設しています。事前予約が必要ですので、業務時間内にご連絡ください。
※予約がない場合は、実施しません。

【交付日時】　各日　午前９時～正午　　７月22日（土）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　８月６日（日）、19日（土）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　９月３日（日）、９日（土）、23日（土）、24日（日）、30日（土）

【場　　所】　役場　１階　住民課
【予約方法】　住民課への電話予約　受付時間　午前８時30分～午後５時15分（平日のみ）
【受取りに必要なもの】
■個人番号カード交付・電子証明書発行通知書兼照会書　※住所及び氏名を記入してください。
■ 本人確認書類　
　①公的機関が発行した顔写真入りの書類を1点(運転免許証、住民基本台帳カード、旅券、障害者手帳等）
　又は
　②公的機関が発行した顔写真なしの書類を２点(健康保険証、介護保険証、子どもはぐくみ受給者証、年金手帳等）
■ 通知カード（平成27年11月頃送付した個人番号が記載されたもの） 

※紛失した場合は、紛失届の提出が必要です。お申し出ください。
■住民基本台帳カード又はマイナンバーカード（お持ちの方のみ）

※原則本人が来庁する必要があります。15歳未満の方は、父母等（法定代理人）と一緒にお越しください。

　　 住民課 (☎637・3112)問

消費税インボイス制度等説明会について消費税インボイス制度等説明会について鳴 門 税 務 署 か ら
の お 知 ら せ

水道メーター定期交換（無料）のお知らせ
　水道メーターは、設置から８年が経過したものは、計量法に
より交換が義務付けられています。交換が必要なメーターは、
７月下旬から順次交換します。
　ご協力をよろしくお願いします。

交換期間　７月下旬～１０月下旬
※�交換が必要なメーターのあるご家庭には、各月中旬に別途ご案
内します。
※�交換作業は、藍住町上下水道工事店協
同組合が実施します。
※�交換時、５分から30分程度断水します。
※�ご不在の場合でも交換を実施しますの
で、ご了承ください。

問 上下水道課(☎６３７・３１３１) 水丸くん

水を大切に！

あ
い
の
す
け

ハ～イこくねんです！

学生納付特例の申請学生納付特例の申請
　学生納付特例制度とは、申請により学生の方
が、保険料の納付が猶予される制度です。
　この制度を利用することで、将来の年金受給
権の確保だけでなく、万一の事故などにより障
害を負ったときの障害基礎年金の受給資格を確
保することができます。
　対象となる方は、学校教育法に規定する大学
（大学院）、短期大学、高等学校、高等専門学校、
専修学校や各種学校（修業年限が1年以上ある課
程）に在学する学生等です。
　申請には、学生証の写し又は在学証明書等が
必要です。

問 徳島北年金事務所（☎655・0200）
　　町住民課（☎637・3113）

事前予約が
必要です！
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　生活習慣病は発症するまではほとんど自覚症状がなく、いつの間にか病気が進行してしまう危険性があります。
特定健診で自分の健康状態をチェックし、病気の発症や重症化を予防し、早めに治療しましょう。
　受診券に同封の「特定健康診査実施機関一覧表」に記載されている医療機関で受診してください。
受 診 期 間　受診券を受け取ってから令和６年１月末まで
　　　　　　※�10月以降に75歳になる方は誕生日前日又は令和６年�

１月末のどちらか早い日まで
受診対象者　町国民健康保険に加入している40歳以上75歳未満の方
　　　　　　※�4月1日以降に町国民健康保険の加入手続をした方で、

受診券が届かない方は健康推進課へご連絡ください。
　　　　　　※9月30日までに75歳になる方は対象となりません。
検 査 項 目　血液検査、血圧測定、尿検査、身体測定、心電図、問診・診察
自己負担金　1,000円

　特定健診受診対象者の方は、町国民健康保険特定健診「健康マイレージ事業」に参加できます。
　「健康マイレージ事業」とは、町国民健康保険被保険者の方の健康づくりを推進する取組です。特定健診受
診や健康づくりの行事に参加してポイントを獲得された方の中から抽選で記念品が当たります。

問 健康推進課（☎637・3115）

健診は年に一度の健康チェックです　毎年受診しましょう

新型コロナワクチンの令和５年春開始接種を実施しています（8月末まで）新型コロナワクチンの令和５年春開始接種を実施しています（8月末まで）
　令和５年春開始接種は、対象者限定です。対象者は、初回接種（1・2回目）が完了している方のうち
①65歳以上の方
②５歳から65歳未満の基礎疾患を有する方等
③医療従事者・高齢者施設等従事者
　に限られます。
※�初回接種（１・２回目）が完了した5歳から11歳のお子さんで、令和４年秋開始接種（オミクロン株対応ワクチ
ンの接種）がお済みでない方は、②に該当しない場合でも、令和５年８月末までオミクロン株対応ワクチンの
接種が可能です。
　②③に該当する方で、接種券をお持ちでない方は手続が必要です。
　詳細は、町保健センターまでお問い合わせください。
　９月以降の接種については、現在、国で審議中です。
　詳細が決まりましたら、広報、町ホームページ等でお知らせします。
問 ★接種の相談・予約に関すること　

　　　郡新型コロナワクチン予約・相談センター（日・祝日を除く）（☎624・9833）
　   ★接種券の発行に関すること　
　　　町保健センター（☎637・3132、692・8658）

　町では毎年、金婚・ダイヤモンド婚を迎えるご夫婦に記念品を贈呈しています。
次に該当する方は、７月31日（月）までにご連絡ください。
① 昭和48年に結婚された、結婚50周年を迎えるご夫婦
② 昭和38年に結婚された、結婚60周年を迎えるご夫婦
※確認のため、婚姻年月日等をお伺いすることがあります。
※昨年度、婚姻日の調査にご回答いただいた方は、連絡の必要はありません。
　該当の方には、８月に改めて福祉課からご連絡します。

問 福祉課（☎637・3114）

　対象者へは４月下旬に個人通知
をしています。ただし、過去に一度
でも「23価肺炎球菌ワクチン」を接
種したことのある方は、定期接種
の対象者とはなりません。
　詳細は右の二次元コード
をご覧ください。
問 保健センター
　　（☎637・3132、692・8658）

金婚・ダイヤモンド婚を迎える皆さんへ金婚・ダイヤモンド婚を迎える皆さんへ 高齢者の肺炎球菌高齢者の肺炎球菌
感染症予防接種感染症予防接種
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令和５年度　各種検診のご案内令和５年度　各種検診のご案内
　対象者には、受診券が入った「各種検診のご案内」（桃色の窓あき封筒）を送付しています。案内が届いていない
方や転入の方は、お問い合わせください。

　検診内容、対象者　
胃がん検診（エックス線検査）、肺がん検診、大腸がん検診：今年度40歳以上の方
※肺がん巡回検診：８月22日（火）に保健センターで実施（要予約）
胃がん検診（内視鏡検査）：今年度50歳以上で前年度未受診の方
※今年度、胃がん検診（エックス線検査）を受診する方は受診できません。
前立腺がん検診：今年度50歳以上の男性
乳がん検診：今年度40歳以上の女性で前年度未受診の方
※無料クーポン対象者：昭和57年４月２日から昭和58年４月１日生まれの方
子宮頸がん検診：今年度20歳以上の女性で前年度未受診の方
※無料クーポン対象者：平成14年４月２日から平成15年４月１日生まれの方
肝炎ウイルス検査：今年度40歳以上で過去に一度も検査を受けたことがない方
歯周病検診：今年度40歳、50歳、60歳、70歳になる方
骨粗しょう症検診：今年度40歳、45歳、50歳、55歳、60歳、65歳、70歳になる女性

【集団検診について】　【集団検診について】　
　日　　程：９月３日(日）、５日(火）、６日(水）、８日（金）、11日（月）、12日（火）／令和６年１月11日（木）
　予約方法：希望する検診日の2週間前までに、県総合健診センター（☎678・3557、678・7128）へ
　　　　　　電話予約（午前８時30分から午後４時まで受付（平日のみ））

問 保健センター（☎637・3132、692・8658）

フレイル予防のフレイル予防の
ための教室案内をための教室案内を
配布します！配布します！
　「令和５年度フレイル予防教室」の案内冊子を配
布しています。
　興味のある教室に参加してフレイルを予防しましょう！

フ
レ
イ
ル
と
は
？

　加齢に伴い、筋力・認知機能・社会との
つながりなどの「心身の活力」が低下し、入
院や要介護の危険性が高まっている状態の
ことです。「健康」と「要介護」の中間の時期で
あり、多くの人が健康な状態から「フレイル」
の段階を経て、要介護状態に陥るといわれ
ています。「フレイル」の兆候を早期に発見
し、積極的に予防や改善に取り組むことで、
進行を遅らせたり、健康な状態に戻したり
することができます。

配布場所：地域包括支援センター（役場４階）
※�町ホームページでもダウンロードすることができます。

問 地域包括支援センター（☎６３７・３１７５）

フレイルサポーターを募集しますフレイルサポーターを募集します
　町では、町民のフレイル予防につながる活動を
お手伝いしてくださる第３期生の「フレイルサポー
ター」を募集しています。フレイルサポーターは、
いきいきサロンや啓発イベントなどを通じて、フ
レイルチェックの実施などフレイル予防啓発活動
を行っています。
　フレイルサポーターになるためには、町が開催
する養成講座を受講する必要があります。介護予
防や健康づくりに興味がある方や、地域のために
何かできることを探している方の参加をお待ちし
ています。

「フレイルサポーター養成講座」
日　時　８月22日（火）午前10時～午後４時
　　　　（内容）座学、実技（フレイルチェック体験）
　　　　８月23日（水）午前９時30分～午後０時30分
　　　　（内容）�復習・事前準備、地域の方への�

実践練習、振り返り
場　所　総合文化ホール２階　交流室
講　師　徳島県理学療法士会　理学療法士
申込期限　８月10日（木）まで

申・問  勤労女性センター（☎６９２・６２６６）
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● ● ● 臓器提供の意思表示にご協力ください ● ● ●
　被保険者証の裏面に、臓器提供意思表示欄が設けられています。これは、臓器移植に関する啓発や知識を深めるためです。
　臓器移植とは、病気や事故により臓器が機能しなくなった方に他の方の健康な臓器を移植し、機能を回復させる医療です。
　臓器提供の意思表示は自分の意思で決めることができます。また、意思表示欄記入後も意思の変更ができます。
　臓器提供についてよく考え、家族とよく話し合い、意思表示欄の記入にご協力ください。
　なお、意思表示欄への記入は任意であり、義務付けるものではありません。

問 健康推進課（☎637・3115）

※�臓器提供意思表示欄記入後に、「個人情報保護シール」を貼り付けることにより、記入内容を他の人に知られないようにす
ることができます。このシールは被保険者証同封パンフレット「臓器提供の意思表示にご協力ください」に付いています。
※記入する場合は、ボールペン等の消えないペンを使用してください。

令和５年度の保険料の決定通知書を８月初旬にお送りします。
　令和５年度の保険料が、年金から差し引かれている方は、４月分から８月分までは、仮徴収としてお支払いいただ
くこととなっております。
　保険料の算定基礎となる前年の所得が確定後、年額保険料とお支払方法のお知らせをお送りします。
　また、年金からの差引きではなく、納付書または口座振替により保険料を納めていただく方についても、健康推進
課から年額保険料のお知らせと納付書をお送りします。

①後期高齢者医療　限度額適用・標準負担額減額認定証　（薄い紫色）をお持ちの方へ
　現在お持ちの「後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証」(以下、減額認定証)は、有効期限が「令和５年７
月31日」となっています。
　令和４年度の減額認定証をお持ちの方で令和５年度住民税非課税世帯の方には、７月末までに健康推進課から、８月
１日以降に使用可能な減額認定証をお届けします。更新申請書の提出は必要ありません。
　減額認定証に記載されている適用区分が「区分Ⅱ」の方で、直近12か月の間に90日を超える入院をされた方は、健康推
進課窓口に申請していただくことで、入院時の食事代がさらに減額されます。
※申請が遅れた場合、減額される期間が少なくなりますので、該当になる方は速やかに申請してください。
②後期高齢者医療　限度額適用認定証　（ねずみ色）をお持ちの方へ
　現在お持ちの「後期高齢者医療限度額適用認定証」（以下、限度額認定証）は、有効期限が「令和５年７月31日」となって
います。　
　令和４年度の限度額認定証をお持ちの方で、令和５年度も所得区分が３割負担の「区分Ⅰ・Ⅱ」に該当される方には、
７月末までに健康推進課から、８月１日以降に使用可能な限度額認定証をお届けします。
　更新申請書の提出は必要ありません。

家族署名（自筆） ：

本人署名（自筆） ：

署名年月日 ：　　　　年　　　 月　　　 日

〔特記欄 ：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〕
【心臓 ・ 肺 ・ 肝臓 ・ 腎臓 ・ 膵臓 ・ 小腸 ・ 眼球】

〈１又は２を選んだ方で，提供したくない臓器があれば，
  ×を付けてください。〉

１　私は，脳死後及び心臓が停止した死後のいずれかでも，
　移植の為に臓器を提供します。
２　私は，心臓が停止した死後に限り，移植の為に臓器を
　提供します。
３　私は，臓器を提供しません。

※　以下の欄に記入することにより，臓器提供に関
　する意思を表示することができます。記入する場
　合は，１から３までのいずれかの番号を○で囲ん
　でください。

備　　考

じん すい

◆提供したくない臓器の選択

◆特記欄への記載について

◆自分の意思に合う番号を選択

◆本人署名・家族署名について
　本人の署名及び署名年月日を自筆で記入してください。また、家族署名欄には、この意思表示欄の記入を知っている
家族が、その確認のために署名してください（家族署名欄の署名がなくても意思表示は有効です）。
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～後期高齢者医療制度～
８月は保険証の定期更新月です８月は保険証の定期更新月です

　現在、後期高齢者医療制度に加入されている方には、有効期限が「令和５年７月31日」となっている[緑色］の「後期高齢者
医療被保険者証」を、１人に１枚お渡ししています。
　７月中に健康推進課から、有効期限　令和６年７月31日と記載された新しい被保険者証[オレンジ色]をお届けします。
　令和５年８月１日から令和６年７月31日までの一部負担金の割合（１割、２割又は３割）は、令和４年中の所得に基づき、
判定します。
　８月１日以降は、古い被保険者証[緑色]は使えませんので、受診の際は有効期限を確認し、
お間違えのないようご注意ください。

【一部負担金の割合の判定方法について】
１割負担となる方

世帯構成 被保険者が１人の場合 被保険者が２人以上の場合
判定① 住民税課税所得が28万円未満は１割 住民税課税所得が28万円未満は１割

判定②
住民税課税所得が28万円以上かつ
「年金収入＋その他合計所得金額が200万円未満」
は1割

住民税課税所得が28万円以上かつ
「年金収入＋その他合計所得金額が320万円未満」
は１割

２割負担となる方
世帯構成 被保険者が１人の場合 被保険者が２人以上の場合

判定
住民税課税所得が28万円以上145万円未満かつ
「年金収入＋その他合計所得金額が200万円以上」
は２割

住民税課税所得が28万円以上145万円未満かつ
「年金収入＋その他合計所得金額が320万円以上」
は２割

３割負担となる方
世帯構成 被保険者が１人の場合 被保険者が２人以上の場合

判定 住民税課税所得が145万円以上で年収が383万円
以上は３割

住民税課税所得が145万円以上で年収の合計が
520万円以上は３割

補足① 住民税課税所得が145万円以上で年収が383万円
未満の場合は１割又は２割（要申請）

住民税課税所得が145万円以上で年収の合計が
520万円未満の場合は１割又は２割（要申請）

補足②
70歳以上75歳未満の方（後期高齢者医療制度の
被保険者以外）がいる場合、その方々との総収入
の合計額が520万円未満の場合は１割又は２割�

（要申請）

後 期 高 齢 者 医 療 被 保 険 者 証

有 効 期 限
交付年月日

被保険者番号

被

保

険

者

住 所

氏 名

生年月日

資格取得年月日

発 効 期 日

一部負担金
の割合　　

保険者番号

並びに保険

者の名称及

び印　　　
徳島県
後期高齢者医療広域連合

印

後 期 高 齢 者 医 療 被 保 険 者 証

有 効 期 限　令和６年７月31日
交付年月日

被保険者番号

被

保

険

者

住 所

氏 名

生年月日

資格取得年月日

発 効 期 日

一部負担金
の割合　　

保険者番号

並びに保険

者の名称及

び印　　　
徳島県
後期高齢者医療広域連合

印

ご確認ください!
新しい被保険者証の有効期限は

令和６年７月31日
　　　　　になっています。
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『藍染め作品の展示』をしています
　「とくしま藍推進月間」にちなみ、ゆめタウン徳島
で藍染め作品を展示しています。
期　間　８月17日（木）まで
製作者　�北小学校・南小学校・西小学校・�

地域おこし協力隊
※�小学校の作品展示は７月21日（金）から開始します。
※�７月23日（日）に一般社団法人しじゅうはちがん職員
による藍の絞り染めワークショップを開催します。

場　所　ゆめタウン徳島　１階セントラルコート

問  産業支援室（☎637・3120）
　　教育委員会（☎637・3128）

　「とくしま藍推進月間」の期間中に藍染め製品を身につけて協力店舗に来店すると、うれしいサービスが�
受けられます。また、スタンプを５個集めると抽選で町内の方10人に「あいずみ商品券」、町外の方３人に�
町特産の「藍染め製品」が当たります。
　みんなで、藍染め製品を着て、持って、お店巡りをしましょう！
協力店舗一覧

※お店のサービス内容等、詳細は町ホームページをご覧ください。
※協力店舗には、のぼりやポスターを掲示していますので目印にしてください。

店　　　　　名 住　　　　　所
定 食 酒 場 灯 奥野字乾131
農園直営旬感ダイニングアクリエ 奥野字和田119-1
う ち ご は ん 勝瑞字東勝地190-5
ご く ら く 酒 蔵 あ ぐ ら 奥野字矢上前50-1
さぬき手打ちうどん一心 笠木字中野171-1　新聖ビル101
イ ル ロ ー ザ 藍 住 店 奥野字西中須62-1
め ん 処 岡 山 東中富字長江傍示13　髙橋ビル
お く む ら 旅 館 奥野字前川74
呑 処 か む ろ 矢上字安任139-1
QUONチョコレート徳島店 矢上字安任175-1
コメダ 珈 琲 徳 島 藍 住 店 徳命字前須西99-1
う ま い も ん 茶 屋 心 助 矢上字北分82-1
喫 茶 ス テ ッ プ 奥野字矢上前52-1　役場6階
竹 内 製 麺 所 奥野字山畑47-10
カ ラ オ ケ チ ッ プ ス 笠木字西野33-8
手 作 り パ ン 工 房 の あ 笠木字中野106-10
カ フ ェ パ ー ト ナ ー 東中富字権現傍示53-2
喫 茶 花 束 勝瑞字東勝地364-6
お 好 み 焼 き ぴ い す 勝瑞字幸島12-43
食 楽 喜 酒 萬 坊 矢上字西160-92

店　　　　　名 住　　　　　所
麺 旋 風 東中富字直道傍示50-8
麺 の 。 矢上字安任139-1
麵 屋 や な 蔵 奥野字矢上前51-1　モリビル1F
山 か つ 藍 住 店 東中富字龍池傍示58-1
吉 野 屋 奥野字前川118
R U S T I Q U E 矢上字原217-15
和 風 ダ イ ニ ン グ 連 東中富字龍池傍示13-3

ゆめタウン徳島店

１　
階

いしがまやハンバーグ

２　
階

サ ン マ ル ク カ フ ェ
鎌 倉 パ ス タ 一 風 堂
串 家 物 語 大 阪 王 将
ケンタッキーフライドチキン お 好 み 一 番 地
五 穀 パフェクレープコティ
し ゃ ぶ し ゃ ぶ 美 山 サーティワンアイスクリーム
総 本 家 橋 本 ミ ス タ ー ド ー ナ ツ
タ ン 次 郎 宮 武 讃 岐 う ど ん
とんかつ新宿さぼてん 焼魚定食と釜戸ごはん
ピ ア サ ピ ド ラ ー メ ン 東 大

問  産業支援室（☎637・3120）

『“藍”deグルメ』 開催中！『“藍”deグルメ』 開催中！

７月は「とくしま藍推進月間」 ・ ７月24日（月）は「とくしま藍の日」

期間
７月31日（月）まで

藍の日は、藍の館の藍染め体験半額！！
　７月24日（月）の「とくしま藍の日」は、藍の館の藍
染め体験料金が半額になります。この機会にオリジ
ナルの藍染め製品を作ってみませんか？
◦ハンカチ ………………�1,000円　➡　  500円
◦ハンドタオル …………�1,000円　➡　  500円
◦バンダナ ………………�1,500円　➡　  750円
◦レースハンカチ ………�1,500円　➡　  750円
◦手ぬぐい ………………�1,500円　➡　  750円
◦シルクストール（小） …�2,000円　➡　1,000円
◦シルクストール（大） …�3,500円　➡　1,750円
◦ガーゼストール ………�3,000円　➡　1,500円

問  藍住町歴史館「藍の館」（☎692・6317）



No 954No 954 ■ ■ 広報あいずみ広報あいずみ1111

Photo Salon RICO Photo Salon RICO ～FamilyやBabyの写真撮影を行います～～FamilyやBabyの写真撮影を行います～
【事業所名】Photo Salon RICO　
【所　在　地】藍住町矢上字原263-40
【代　表　者】山本　麻由　【設立】2021年7月
【電話番号】080-8630-2135
【メ　ー　ル】photosalonrico@gmail.com
【ホームページ】https://photosalon-rico.jimdosite.com

☆☆こんな事業所です☆☆
　アパートの一室、リビングの小さなスペースにて撮影しています。
撮影時は、記念に残したいおもちゃ等、何でも持込み可。赤ちゃんの
ペースに合わせて撮影するので、途中でぐずっても大丈夫！授乳、オ
ムツ替え、おやつタイムもOK！
　おうちスタジオ以外でもロケーションでの出張撮影も行っています。
　ニューボーンフォト、マタニティフォト、バースデーフォト、ファ
ミリーフォト、七五三等幅広く撮影しています！お試しプランもある
のでチェックしてみてください。

☆☆オススメはこれ☆☆
A4サイズのフォトパネル付きのプラ
ンがあります！プレゼントにオスス
メです！
データ納品後、お好きなデータを選
んでください!! 後日ご自宅にお届け
します。賃貸にも嬉しい貼るタイプ
になります。

「藍住町がんばる商工業者認定制度」
　事業計画を策定し県の承認や認定を受けた事業所や講習会等に積極的に参加する事業所など、経営向上に意
欲的な事業所を町が認定する制度です。認定事業者を広報紙や町ホームページでご紹介しています。
※制度に関する詳細はお問い合せください。
 問  産業支援室（☎637・3120）

〜 町内のがんばる商工業者を紹介します 〜 

「花火遊びは、迷惑にならない
場所と時間と後始末」

□　花火に書いてある遊び方をよく読んで、必ず守りましょう。
□　花火は、必ず燃えるもののない広い場所で遊びましょう。
□　花火遊びの時間と場所は他の人の迷惑にならないようにしましょう。
□　花火で遊ぶときは、大人と一緒に遊びましょう。
□　風向きを考え、煙で迷惑にならないようにしましょう。
□　バケツと水を用意しましょう。
□　花火の火が途中で消えたようでも決してのぞいてはいけません。
□　花火が終わったら、花火のゴミは必ず持ち帰りましょう。
□　花火をほぐして遊ぶことは危険です。絶対にしてはいけません。
 問  板野東部消防組合　（☎698・0119）

花火は、「おもちゃ」とはいえ、原料は火薬です。次の注意事項を守って、楽しく遊びましょう。花火は、「おもちゃ」とはいえ、原料は火薬です。次の注意事項を守って、楽しく遊びましょう。

花火花火のの注意点注意点
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　令和６年４月１日採用予定の職員採用試験を次のとおり実施します。
◇採用予定職種・採用予定数

【一般事務（高卒程度）】　若干名
　平成５年４月２日から平成18年４月１日までに生まれた方

【保育士（短大卒程度）】　若干名
　�平成５年４月２日から平成16年４月１日までに生まれた方で、保
育士の資格及び幼稚園教諭の免許を有する方又は令和６年３
月31日までに当該資格・免許を取得する見込みの方

【社会福祉士（短大卒程度）】　若干名
　�昭和59年４月２日以降に生まれた方で、社会福祉士の資格
を有する方又は令和６年３月３１日までに当該資格を取得する
見込みの方

◇試験日・場所
　第１次試験　９月17日（日）
　　　　　　　藍住町総合文化ホール（予定）
　第２次試験　10月下旬頃（日曜日に実施予定）
　　　　　　　藍住町役場 申 ・問 総務企画課（☎637・3111）

◇受験手続
①�申込用紙及び受験案内は総務企画課
に請求してください。郵便で請求する場
合は、封筒の表に「職員試験請求」と朱書きし、120円切手
を貼った角形２号の宛先を明記した返信用封筒を必ず同封
してください。　
②受付期限　８月７日（月）まで
※土日・祝日を除く午前８時30分から午後５時まで
※�申込みは原則、郵便でお願いします。８月７日（月）までの消
印があるものに限り受付します。
※�受付期間経過後の申込みは一切受付しませんので、十分
注意してください。
※�実施内容の変更に関する情報は町ホームページ等でお知ら
せします。

藍住町職員採用試験案内藍住町職員採用試験案内

板野東部消防組合消防職員採用試験
試験区分　消防職員（高卒程度）　採用予定数　若干名　職務内容　警防、救急、救助、予防、総務等の消防業務
受験資格　平成10年４月２日から平成18年４月１日までに生まれた方
　　　　　（救急救命士の資格を有する場合は平成８年４月２日以降に生まれた方）
　　　　　自動車運転免許は準中型以上を取得している方又は将来自費で取得する方
受付期限　８月７日（月）まで（郵送の場合は８月７日消印有効）
試　験　日　１次試験　　９月17日（日）　　２次試験　　10月以降予定
申 ・問 板野東部消防組合　総務課（☎698・9900）　※募集要項及び試験申込書は、消防組合にあります。

　藍住町情報公開条例(藍住町条例第173号)第21条の規定に
より、令和４年度における同条例の運用状況を次のとおり公
表します。

１ 情報公開の状況
公　文　書　の　公　開

請　求 処　理　の　状　況
公　開 部分公開 非公開 不受理

16 件 5 件 6 件 1 件 4 件
注　�「不受理」とは、当該公文書が不存在であるため、請求を

受理しなかった場合等を言います。
２ 情報公開請求の請求者内訳

区　　　　　　分 件数
町内に住所を有する者 15 件
町内に事業所を有する個人法人等 0 件
町内の事業所等に勤務する者 0 件
実施機関の事務事業に利害関係を有する者 1 件

３ 実施機関ごとの情報公開請求の件数
町長部局 10 件 固定資産評価審査委員会 0 件
教育委員会部局 6 件 水道事業管理者 0 件
選挙管理委員会 0 件 下水道事業管理者 0 件
監査委員 0 件 議会 0 件
農業委員会 0 件 藍住町土地開発公社 0 件

４ 不服申立ての状況　なし

　藍住町個人情報保護条例(藍住町条例第200号)第33条の規
定により、令和４年度における同条例の運用状況を次のとお
り公表します。
１ 個人情報開示の状況

個　人　情　報　の　開　示

請　求 処　理　の　状　況
開　示 部分開示 非開示 請求拒否 取下げ

3 件 3 件 0 件 0 件 0 件 0 件
注1��「請求拒否」とは、存在の有無を答えることが非開示情報
の開示に当たる場合に請求を拒否したものです。

注2��「取下げ」とは、保有個人情報の提供等により請求が取り
下げられたものです。

２ 個人情報開示請求の請求者内訳
区　　　　　　分 人数

本　　　　人 3 人

代理人 法定代理人 0 人
法定代理人以外の代理人 0 人

注　同時に複数の者から申請のあったものについては「１人」として取り扱っています。
３ 実施機関ごとの個人情報開示請求の件数
町長部局 3 件 固定資産評価審査委員会 0 件
教育委員会部局 0 件 水道事業管理者 0 件
選挙管理委員会 0 件 下水道事業管理者 0 件
監査委員 0 件 議会 0 件
農業委員会 0 件 藍住町土地開発公社 0 件
４ 個人情報の訂正請求の状況　　　なし
５ 個人情報の利用中止請求の状況　なし
６ 不服申立ての状況　　　　　　　なし

情報公開条例の運用状況情報公開条例の運用状況 個人情報保護条例の運用状況個人情報保護条例の運用状況
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生ごみ処理機等購入補助
　町ではごみの減量化を図るため、家庭用電気式生
ごみ処理機と生ごみ処理容器の購入費を補助してい
ます。購入を予定している方は、ご活用ください。
家庭用電気式生ごみ処理機
　・処理機の種類　家庭用であれば機種の指定なし
　・補助金の額　　購入金額（消費税含む）の1/2
　　（1,000円未満切捨て）※上限は3万円

生ごみ処理容器
　・容器の種類　コンポスター
　・補助金の額　購入金額（消費税含む）の1/2
　　（10円未満切捨て）※上限は4,000円
共通の条件
　・�町内在住の方で、自宅で使用すること。
　・�処理器具を購入する前に申請し、補助
金の交付決定を受けてから購入すること。

「初回限り」から始まる甘い言葉に…通販トラブルに注意！「初回限り」から始まる甘い言葉に…通販トラブルに注意！
≪事例≫ インターネット通販で「初回限り８割引きの980円」という育毛剤を注文。「１回で
も大丈夫。定期縛りはない」と表示があり、初回商品が届いた後、すぐに次回からの解約
を申し出たが、初回で解約する場合は定価との差額を支払う必要があると言われた。
　低価格を強調したり注文を急がせたりする販売サイトは要注意です。
　●インターネット通販ではクーリング・オフの適用がありません。
　●申込み前に表示される『最終確認画面』の契約条件を最後まで確認しましょう。
　●解約条件など、利用規約の内容を確認しましょう。
　申し込んだ後でも、消費者が思い違いをする表示などがあった場合は、取消しできる可能性があります。
　困ったときは、消費生活センターに相談しましょう。

◇◇◇◇◇ 困ったときの相談窓口『消費生活センター』 ◇◇◇◇◇
　消費生活相談員２名が無料で相談を受け付けます。不安なとき、困ったときはお気軽に連絡ください。
　秘密は守られます。
相談日時　月～金曜日（祝日除く）午前９時～午後４時
場　　所　消費生活センター（役場２階　産業支援室内）

申 ・問 生活環境課（☎637・3116）

　便利で快適な生活を送る反面、大量のエネルギー消費は地球の温暖化を進め、私たちの暮らしに様々な影響を与え
ます。脱温暖化に向けて、私たち一人一人ができる省エネアクションを始めましょう。

できることから始めようできることから始めよう ～脱温暖化～

　日常でできる省エネアクション
○夏の冷房時の室温は28℃を目安にする。
○冷房は必要なときだけつける。
○冷蔵庫の庫内温度を「中」に設定する。
○白熱電球を蛍光ランプやＬＥＤランプに交換する。
○不要な照明をできるだけ消す。
○無駄な待機時消費電力をカットする。

オフィスでできる省エネアクション
○パソコンを使わないときは電源を切る。
○パソコンの省電力設定を活用する。
○コピー機は休日・夜間の電源を切る。
○夏のクールビズを実行する。

【注意】�屋内でも熱中症にかかる場合があります。特
に高齢者、乳幼児や体調に不安のある方は無
理のない範囲で、ご協力をお願いします。

問  生活環境課（☎637・3116）

※窓口相談の場合、個室をご用意できますので、事前に連絡ください。
専用電話（☎679・1848）　　 消費者ホットライン（局番なし 188）

泣く 　　い や よ は　ここ！ い や や！
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子どもたちを守りたい子どもたちを守りたい
～社会的養護について～～社会的養護について～

●藍住町スローガン●

守れ人権 許すな差別

人権標語人権標語 藍住南小学校児童作品

「ありがとう」　「ごめん」の一言　大切に	 6 年	 安藝　一志
時経てば　悪口忘れる　それ間ちがい	 	 6 年	 岸　　希咲
その言葉　一生消えない　きずになる	 	 6 年	 西川　歩花
自分だけの　個性の花を　みつけよう	 	 6 年	 山田愛莉奈
声かけて　助け合おう　いつもどこでも		 6 年	 井上　友斗
みんなで　手を取りあえば　きっといい未来	 6 年	 小川瑠璃菜

　全ての子どもには、愛情を受け、幸せや温もりを実感
しながら健やかに成長していく権利があります。本来は
自分が生まれてきた家庭で実感するべきものです。しか
し、現実には、保護者からの虐待（2021年には全国の児
童相談所における虐待相談件数は20万件を超えている）や
経済的事情など様々な理由によって、適切な養育環境に
ない子どもたちがいます。
　このような子どもたちには、社会的に安全で安心できる適切な養育環境を整備して提供する必要があります。
今までは児童養護施設などが中心となってきましたが、2017年にとりまとめられた「新しい社会的養育ビジョ
ン」では、子どもが家庭で育つ権利を保障するため、社会的養護を必要とする子どものための代替的養育につい
ては、より家庭に近い環境での養育を推進するという方向性が示され、ファミリーホーム（小規模住居型児童養
育事業）や里親による養育を中心にしようという取組が進められています。しかし、2022年３月現在で里親等
の委託率は23.5％で、まだまだ十分な数とは言えません。各自治体でも委託推進に向け、子どもを理解するた
めの研修の実施や啓発など様々な取組がされ、委託率が増えている自治体もあります。従来の施設でも、できる
限り良好な家庭環境に近づけるため、グループホームや小規模グループケアに取り組んでいます。
　徳島新聞紙上でも里親制度に関する連載記事が掲載され、読まれた方もおられると思います。子どもたちが抱
える心の問題（虐待によるトラウマ、愛着障がいなど）があり、高いハードルがあるのも事実です。しかし、それ

らは子どもたちに原因があるのではなく、全て我々大人サイドが作り出した
問題なのです。子どもたちの周りにいる多くの大人（機関）が連携をして、ま
ずは心の回復を最優先し、安心感のある場所で大切にされる体験を積み重ね、
大人との信頼関係や自己肯定感を取り戻していくことが大切です。子どもた
ちを守るため踏み出した歩みを止めるわけにはいきません。長期的に子ども
とのかかわりを持ち続け、虐待などの世代間連鎖を断ち切っていく支援も必
要ではないでしょうか。

社会的養護とは
　保護者のない児童や保護者に監護させるのが適当でない児童を、公的責任で社会的に養育し、保護すると
ともに、養育に大きな困難を抱える家庭への支援を行うことです。社会的養護は「子どもの最善の利益のた
めに（児童福祉法第1条、児童の権利に関する条約第3条）」と「社会全体で子どもを育む(児童福祉法第2条、児
童の権利に関する条約第20条)」を理念として行われています。
参考・引用：こども家庭庁HP

藍住町人権教育推進協議会運営部会　　阿部　哲也
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美しく生きる ～人権講座受講生募集～

情情　　報報
NOWNOW
情　報
NOW

理
学
療
法
士
に
よ
る
出
張
講
座

　
理
学
療
法
士
に
よ
る
実
技
を
交
え
た
講
座

で
楽
し
く
フ
レ
イ
ル
予
防
に
つ
い
て
学
び
ま

し
ょ
う
！

日

時　
７
月
３1
日（
月
）

　
　
　
　
午
前
10
時
～
11
時
３0
分

場

所　
総
合
文
化
ホ
ー
ル
２
階
交
流
室
２

　
　
　
　
（
奥
野
字
矢
上
前
３２
番
地
１
）

※
送
迎
は
あ
り
ま
せ
ん
。

対
象
者　
本
町
に
住
民
票
が
あ
る
方

定

員　
２0
人
程
度

参
加
費　
無
料

準
備
物　

�

運
動
し
や
す
い
服
装
・
タ
オ
ル
・
飲
み
物

申
込
期
間　
７
月
２0
日（
木
）～
２６
日（
水
）

※
土
日
を
除
く

受
付
時
間　
午
前
８
時
３0
分
～
午
後
５
時
15
分

※�

感
染
症
等
の
影
響
に
よ
り
、
日
時
に
つ
い

て
は
、
変
更
・
中
止
と
な
る
場
合
が
あ
り

ま
す
。

※�

申
込
方
法
等
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
お
問

い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

申
・
問�

地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー

（
☎
６
３
７・３
１
７
５
）

ひ
ま
わ
り
元
気
教
室

　

小･

中
学
生
を
対
象
に
、
栄
養
料
理
教
室

を
行
い
ま
す
。テ
ー
マ
は「
野
菜
た
っ
ぷ
り
！

夏
を
元
気
に
！
」よ
か
っ
た
ら
参
加
し
ま
せ

ん
か
？

日

時　
７
月
２8
日（
金
）

　
　
　
　
午
前
10
時
～
午
後
１
時
ま
で

　
　
　
　
（
午
前
９
時
45
分�

受
付
開
始
）

場

所　
勤
労
女
性
セ
ン
タ
ー　
調
理
室

対
象
者　
小
学
４
年
生
～
中
学
３
年
生

定

員　
２0
人（
申
込
順
）

メ
ニ
ュ
ー　

�

ご
は
ん
、
ハ
ン
バ
ー
グ
、
カ
レ
ー

ス
ー
プ
、
フ
ル
ー
ツ
杏
仁

準
備
物　

�

エ
プ
ロ
ン
、
三
角
巾
、
マ
ス
ク
、

手
拭
き
タ
オ
ル
、
飲
み
物

参
加
費　
３
０
０
円

申
込
期
限　
７
月
２4
日(

月)

ま
で

主

催　

�
藍
住
町
食
生
活
改
善
推
進
協
議
会

「
藍
愛
グ
ル
ー
プ
」栄
養
部

申
・
問�

保
健
セ
ン
タ
ー（
☎
６
９
２･

８
６
５
８
）

朝
食
ア
イ
デ
ア
献
立
募
集

　
朝
食
に
ふ
さ
わ
し
く
、
手
軽
に
作
れ
る
献

立
を
募
集
し
ま
す
。

応
募
資
格　
町
内
の
小
学
生
以
上
の
方

応
募
方
法　
保
健
セ
ン
タ
ー
に
備
え
て
い
る
応

　

�

募
用
紙
で
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。詳
細
は
、

町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
ご
確
認
く
だ
さ
い

(

ホ
ー
ム
ぺ
ー
ジ
か
ら
も
応
募
用
紙
を
ダ

ウ
ン
ロ
ー
ド
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
）。

応
募
期
限　
９
月
６
日（
水
）必
着

※�

優
秀
作
品
は
、
福
祉
・
健
康
づ
く
り
の
町

フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル
で
発
表
し
ま
す
。

※�

小
・
中
学
生
に
は
夏
休
み
前
に
応
募
用
紙

を
配
布
し
ま
す
。

申
・
問 

保
健
セ
ン
タ
ー（
☎
６
９
２･

８
６
５
８
）

　人は、いくつになっても、美しく生きる自分でありたいものです。
　そのアプローチの一つとして「人権講座」の受講をお勧めします。
　一人ではなかなか学べないことでも、みんなで学び合っていけば、美しい生き方
が見えてくるのではないでしょうか。

【日程及び学習内容】※講師等の都合で、日時や内容を変更する場合があります。

時　　間　午後７時30分～９時
場　　所　総合文化ホール 大ホール ※現地研修除く
受　講　料　無料（現地研修の一部は実費負担）
対　象　者　町内在住又は在勤の方
申込期限　○登 録 制　８月16日（水）まで
　　　　　※登録した方で、４回以上受講された方には町マスコット
　　　　　　キャラクター「あいのすけ」グッズをプレゼントします。
　　　　　○自由参加　当日お越しください。（事前申込不要）
　　　　　※現地研修には参加できません。

申 ・問 教育委員会（☎637・3128　ファクシミリ 637・3153）

月　　日 テーマ・内容 講　師
第１回 ８月23日（水） 同和問題 部落解放同盟　　　　　　　　弘瀬　正彰　さん

第２回 ９月20日（水） 障がい者の人権 色鉛筆画家　　　　　　　　　川上　和彦　さん

第３回 １0月１日（日） 教科書無償の運動　現地研修　高知県 部落解放同盟　　　　　　　　森本　喜代貴　さん

第４回 １１月2９日（水） 犯罪被害者の人権 徳島犯罪被害者支援センター　尾田　正宏　さん

第５回 １2月１８日（月） インターネットによる人権侵害 板野町教育委員会　　　　　　上田　託也　さん

第６回 令和６年１月下旬 女性の人権 調整中

４回以上受講された方には、防災ミ
ニボトル（あいのすけロゴ入り）を
プレゼント

登録した方には、
あいのすけクリップをプ
レゼント
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板
野
東
部
フ
ァ
ミ
リ
ー
・
サ
ポ
ー
ト
・
セ
ン
タ
ー

ふ
ぁ
み
さ
ぽ
よ
っ
と
い
D
a
y
!!!

in!

藍
住

　
ク
ラ
フ
ト
バ
ン
ド
で
か
わ
い
い
か
ご
を
作

り
ま
せ
ん
か
？

日

時　
８
月
２4
日（
木
）

　
　
　
　
午
前
10
時
～
午
後
４
時
頃

※�

で
き
上
が
っ
た
方
か
ら
ご
自
由
に
お
帰
り

く
だ
さ
い
。

場

所　
勤
労
女
性
セ
ン
タ
ー　
１
階

　
　
　
　
講
習
室

定

員　
10
人（
事
前
申
込
が
必
要
）

準
備
物　
５
０
０
円

持
ち
物　

�

ハ
サ
ミ
、洗
濯
ば
さ
み
10
個
程
度
、

飲
み
物

※�

昼
食
が
必
要
な
方
は
、
各
自
ご
準
備
く
だ

さ
い
。

申
・
問�

板
野
東
部
フ
ァ
ミ
リ
ー
・
サ
ポ
ー

　
　
　
　
ト
・
セ
ン
タ
ー

（
☎
６
９
３・３
０
３
３
）

シ
ル
バ
ー
会
員
募
集

　
・
６0
歳
以
上
7２
歳
未
満

　
・
月
～
金
曜
日（
２
週
に
１
週
休
）

　
・
午
前
８
時
３0
分
～
午
後
４
時（
昼
１
時
間
休
憩
有
）

申
・
問�

公
益
社
団
法
人

　
　
　
　
藍
住
町
シ
ル
バ
ー
人
材
セ
ン
タ
ー

（
☎
６
９
２・１
８
３
０
）

フ
ァ
ク
シ
ミ
リ　
（
６
９
２・６
８
７
３
）

こ
ど
も
た
い
そ
う
教
室

　
走
る
、跳
ぶ
、投
げ
る
！「
で
き
る
」を
い
っ

ぱ
い
み
つ
け
よ
う
♪

日

時　
７
月
２６
日
、
８
月
２・９・1６
日（
水
）

　
　
　
　
午
前
９
時
～
10
時
15
分（
全
４
回
）

場

所　
町
民
体
育
館

対
象
者　
町
内
の
小
学
１・２
年
生

定

員　
40
人（
申
込
順
）

参
加
費　
ス
ポ
ー
ツ
ク
ラ
ブ
会
員　
　
千
円

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
会
員
外　
２
千
円

準
備
物　

�
上
履
き
・
飲
み
物
・
汗
拭
き
タ
オ

ル
等

申

込　

�
受
付
中

※�

動
き
や
す
い
服
装（
上
着
は
体
操
服
が
望

ま
し
い
）で
お
越
し
く
だ
さ
い
。

申
・
問�

N
P
O
法
人 
あ
い
ず
み
ス
ポ
ー

　
ツ
ク
ラ
ブ　
（
☎
６
９
２・５
０
０
０
）

　
こ
の
事
業
は
、
日
本
遺
族
会
が
先
の
大

戦
に
お
い
て
父
等
を
亡
く
し
た
戦
没
者
の

遺
児
を
対
象
と
し
て
、
父
等
が
戦
没
し
た

旧
戦
域
を
訪
れ
、
慰
霊
追
悼
を
行
う
と
と

も
に
、
同
地
域
の
住
民
と
友
好
親
善
を
図

る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
厚
生
労
働
省
か

ら
補
助
を
受
け
実
施
し
て
い
ま
す
。

参
加
資
格　

今
回
実
施
す
る
地
域（
実
施
地

　

�

域
周
辺
の
公
海
上
に
て
戦
没
さ
れ
た
方

も
含
む
）で
戦
没
さ
れ
た
方
の
遺
児

参
加
費　
10
万
円　

※�
燃
料
費
の
高
騰
、
円
安
等
諸
般
の
事
情

に
よ
り
値
上
げ
す
る
場
合
が
あ
り
ま

す
。

※�

集
合
場
所
ま
で
の
往
復
交
通
費
、
渡
航

手
続
手
数
料
等
は
含
ま
れ
て
い
ま
せ
ん
。

※�

参
加
者
の
高
齢
化
を
考
慮
し
看
護
師
が

同
行
し
ま
す
。
別
途
付
添
者
が
必
要
な

方
は
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

※�

戦
没
者
の
孫
、
ひ
孫
、
甥
、
姪
の
３
親

等
以
内
の
青
年
部
が
付
添
者
と
し
て
遺

児
に
同
行
す
る
場
合
に
、
旅
費
の
３
分

の
１
の
補
助
が
国
か
ら
支
給
さ
れ
ま
す
。

※�

実
施
時
期
、
日
程
等
に
つ
い
て
は
、
相

手
国
の
事
情
及
び
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル

ス
感
染
症
の
感
染
状
況
に
よ
り
、
変
更

や
中
止
と
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

現
在
募
集
中
の
地
域

（
広
域
地
域
）

　
①
ボ
ル
ネ
オ
・
マ
レ
ー
半
島

　
②
マ
リ
ア
ナ
諸
島

　
③
東
部
ニ
ュ
ー
ギ
ニ
ア

　
④
ビ
ス
マ
ー
ク
諸
島

　
⑤
ソ
ロ
モ
ン
諸
島

　
⑥
フ
ィ
リ
ピ
ン（
１
次
）

　
⑦
台
湾
・
バ
シ
ー
海
峡

　
⑧
マ
ー
シ
ャ
ル
・
ギ
ル
バ
ー
ト
諸
島

　
⑨
フ
ィ
リ
ピ
ン（
２
次
）

　
⑩
中
国

（
特
定
地
域
）

　
①
東
部
ニ
ュ
ー
ギ
ニ
ア

　
②
西
部
ニ
ュ
ー
ギ
ニ
ア

　
③
ミ
ャ
ン
マ
ー

※�

申
込
期
限
は
実
施
地
域
に
よ
っ
て
異
な
り

ま
す
。

問�

一
般
財
団
法
人
日
本
遺
族
会

　
　
（
☎
０
３・３
２
６
１・５
５
２
１
／

　
　
フ
ァ
ク
シ
ミ
リ　
０
３・３
２
６
１・９
１
９
１
）

申�

一
般
社
団
法
人
徳
島
県
遺
族
会

　
　
（
☎
６
３
６・３
２
１
２
／

　
　
フ
ァ
ク
シ
ミ
リ　
６
３
６・３
２
１
３
）

令
和
５
年
度

令
和
５
年
度  

戦
没
者
遺
児
に
よ
る

戦
没
者
遺
児
に
よ
る

慰
霊
友
好
親
善
事
業
の
参
加
者
募
集

慰
霊
友
好
親
善
事
業
の
参
加
者
募
集

健
康
す
い
水
エ
ク
サ
サ
イ
ズ
教
室

　
温
水
プ
ー
ル
で
楽
し
く
健
康
づ
く
り
を
し

ま
し
ょ
う
！

日

時　
�

９
月
２９
日
～
令
和
６
年
３
月
15
日

　
　
　
　
毎
週
金
曜
日

　
　
　
　
（
水
中
運
動
は
全
２0
回
）

　
　
　
　
午
前
10
時
～
11
時

場

所　
Ａ
Ｏ
Ｋ
ス
ポ
ー
ツ
ク
ラ
ブ

　
　
　
　
（
奥
野
字
乾
５
番
地
７
）

※
送
迎
は
あ
り
ま
せ
ん
。

対
象
者　
次
の
全
て
に
該
当
す
る
方

　
　
　
　
・�

本
町
に
住
民
票
が
あ
り
、
６5
歳

以
上
で
要
介
護（
要
支
援
）認
定

を
受
け
て
い
な
い
方

　
　
　
　
・
介
護
保
険
料
の
未
納
が
な
い
方

※�

医
師
か
ら
運
動
を
禁
止
さ
れ
て
い
る
方
、

ペ
ー
ス
メ
ー
カ
ー
の
方
は
参
加
で
き
ま
せ

ん
。

定

員　
２0
人

参
加
費　
１
回
に
つ
き
３
０
０
円

　
　
　
　
（
説
明
会
は
無
料
）

準
備
物　

�

９
月
２９
日(

金)

の
説
明
会
で
ご
案

内
し
ま
す
。　

申
込
期
間　
７
月
1９
日（
水
）～
８
月
３1
日（
木
）

※
土
日
・
祝
日
を
除
く

受
付
時
間　
午
前
８
時
３0
分
～
午
後
５
時
15
分

※�

感
染
症
等
の
影
響
に
よ
り
、
日
時
に
つ
い

て
は
、
変
更
・
中
止
と
な
る
場
合
が
あ
り

ま
す
。

※�

申
込
方
法
等
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
お
問

い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

申
・
問 

地
域
包
括

　
　
　
　
支
援
セ
ン
タ
ー

（
☎
６
３
７・３
１
７
５
）

＊
藍
住
町
西
ク
リ
ー
ン
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

　

!

資
源
ご
み（
新
聞
・
ダ
ン
ボ
ー

ル
・
ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
）回
収
業

務
会
員
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◎
休
館
日

　
毎
週
月
曜
日

　
祝
日
振
替
日　
７
月
18
日（
火
）

　
図
書
整
理
日　
７
月
20
日（
木
）

　
祝　
　
　
日　
８
月
11
日（
金
）

◎
お
は
な
し
会

　
毎
週
日
曜
日（
年
末
年
始
・
祝
日
を
除
く
）

　
午
前
11
時
～
11
時
30
分

◎
あ
か
ち
ゃ
ん
絵
本
の
読
み
聞
か
せ
会

　
第
２・４
水
曜
日

　
（
年
末
年
始
・
祝
日
を
除
く
）

　
午
前
10
時
30
分
～
11
時

◎ 「
福
島
民
報
」と「
福
島
民
友
」が
閲
覧
で
き
ま
す

　
福
島
県
に
よ
る「
ふ
る
さ
と
福
島
情
報
提
供
事
業
」

（
県
外
に
避
難
さ
れ
て
い
る
方
に
避
難
先
で
も
地
元

紙
を
閲
覧
で
き
る
よ
う
に
、全
国
の
公
共
施
設
等
に

「
福
島
民
報
」と「
福
島
民
友
」の
２
紙
を
送
付
す
る

事
業
）に
賛
同
し
、
避
難
さ
れ
て
い
る
方
へ
の
支
援

の一つ
と
し
て
、
藍
住
町
立
図
書
館
で
閲
覧
で
き
る

よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
新
聞
・
雑
誌
コ
ー
ナ
ー
に

設
置
し
て
お
り
、
保
存
期
間
は
２
か
月
程
度
で
す
。

※ 

３
日
か
ら
４
日
分
ま
と
め
て
送
付
さ
れ
る
の

で
、
当
日
の
新
聞
を
当
日
中
に
閲
覧
で
き
る

も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
あ
ら
か
じ
め
ご
了

承
く
だ
さ
い
。

◎
夏
休
み
お
楽
し
み
会

　
日　
時　
７
月
30
日（
日
）午
後
２
時
開
演

　
　
　
　
　
（
午
後
１
時
30
分
開
場
）

　
場　
所　
図
書
館
２
階

　
　
　
　
　
農
業
振
興
セ
ン
タ
ー 

大
会
議
室

　
内　
容　
人
形
劇（
と
ら
ま
る
座
）

　
対　
象　

 

図
書
館
を
利
用
さ
れ
て
い
る
方
と

ご
家
族（
５
人
ま
で
）

　
参
加
費　
無
料

　
定　
員　
１
０
０
人
程
度

　
　
　
　
　
（
申
込
順
・
自
由
席
）

　
申
込
期
限　
７
月
20
日（
木
）ま
で

　
　
　
　
　

 

申
込
み
の
際
に
整
理
券
を
お
渡
し

し
ま
す
。

問 

図
書
館（
☎
６
９
２・０
０
７
０
）

●
●
● 

図
書
館
の
行
事 

●
●
●

皆さんで徳島ヴォルティスの
応援に行きましょう！
●ホームゲームご案内
　７月22日（土）　午後7時から　VS　ヴァンフォーレ甲府
　８月６日（日）　午後7時から　VS　ジェフユナイテッド千葉
　８月20日（日）　午後7時から　VS　レノファ山口ＦＣ

●試合会場　ポカリスエットスタジアム

徳島ヴォルティス町民デー開催！
日　　時　８月20日（日）午後７時 キックオフ
場　　所　鳴門・大塚スポーツパーク　ポカリスエットスタジアム
対戦相手　レノファ山口ＦＣ

藍住町在住・在学の小中高生を無料招待＆大人は優待販売
対　象　者　藍住町に在住・在学の小中高生、藍住町に在住の大人の方
料　　金　【小中高生】北ホーム自由席、南ホーム自由席／無料
　　　　　【大　　人】北ホーム自由席、南ホーム自由席／優待料金（1,000円)
※１人当たり２枚まで（同伴者も藍住町在住・在学の方
である必要があります。）
購入・発券方法
　 無料招待及び優待チケットの購入を希望される方は、

ＪリーグＩＤを取得し下の二次元コードから事前に
無料招待又は優待チケットを購入・発券の上、当日
はチケットに記載の入場口からご入場ください。

販売期間　８月６日（日）正午 ～20日（日）午後７時
詳細は、徳島ヴォルティスのホームページをご覧くだ
さい。

問  教育委員会（☎637・3128）

成
年
後
見
・
相
続
・
遺
言
無
料
相
談
会

　
認
知
症
等
に
よ
っ
て
判
断
能
力
が
不
十
分

と
な
り
、
日
常
生
活
で
不
利
益
を
被
る
こ
と

が
な
い
よ
う
に
、「
成
年
後
見
制
度
」が
あ
な

た
や
家
族
を
守
り
ま
す
。

　
隔
月
１
回
無
料
相
談
会
を
実
施
し
て
い
ま

す
。
お
気
軽
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

【
定
例
相
談
日
】偶
数
月　
第
１
水
曜
日

日

時　
８
月
２
日（
水
）午
後
１
時
～
３
時

場

所　
総
合
文
化
ホ
ー
ル　
交
流
室
１

問�

一
般
社
団
法
人
コ
ス
モ
ス
成
年
後
見

　
　
　
　
サ
ポ
ー
ト
セ
ン
タ
ー
徳
島
県
支
部

　
　
　
　
　
徳
島
市
東
沖
洲
二
丁
目
１-

８

　
　
　
　
　
　
県
行
政
書
士
会
館
内

　
　

(

☎
６
７
９・４
４
４
０)

あ
い
ず
み
商
工
会
納
涼
祭
を

７
月
29
日
に
開
催
し
ま
す

　
商
工
会
で
は
、
本
年
度
の
納
涼
祭
を
開
催

す
る
た
め
準
備
を
進
め
て
い
ま
す
。

　
会
場
周
辺
や
地
域
の
皆
さ
ん
に
は
準
備
期

間
を
含
め
ご
迷
惑
を
お
掛
け
し
ま
す
が
、
ご

理
解
と
ご
協
力
を
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。

日

時　
７
月
２９
日（
土
）

　
　
　
　
　
午
後
４
時
か
ら

会

場　
総
合
文
化
ホ
ー
ル
芝
生
広
場

問�

藍
住
町
商
工
会（
☎
６
９
２・２
８
１
６
）
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チ
ケ
ッ
ト
は
総
合
文
化
ホ
ー
ル
窓
口
で
販

売
し
て
い
ま
す
。

※�

町
民
券
の
取
扱
い
は
ホ
ー
ル
窓
口
の
み
。

購
入
の
際
は
住
所
確
認
が
で
き
る
も
の
を

ご
持
参
く
だ
さ
い
。

※�

イ
ベ
ン
ト
に
関
す
る
詳
細
や
最
新
情
報
、

電
子
チ
ケ
ッ
ト
の
購
入
等
は
、
総
合
文
化

ホ
ー
ル
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
各
イ
ベ
ン
ト
情
報

で
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

問�

総
合
文
化
ホ
ー
ル（
☎
６
３
７・３
３
４
４
）

柳
澤
壽
男 

福
祉
ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー
映
画
祭

第
４
回「
甘
え
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
」

日

時　
８
月
２7
日（
日
）２
回
上
映

　
　
　
　
①
午
前
10
時
３0
分
か
ら

　
　
　
　
②
午
後
１
時
３0
分
か
ら

場

所　
大
ホ
ー
ル

入
場
料　
３
０
０
円（
当
日
の
み
）

※
資
料
代
を
含
み
ま
す
。

※
前
売
券
の
取
扱
い
は
あ
り
ま
せ
ん
。

主

催　

�

徳
島
で
柳
澤
壽
男
監
督
作
品
を
み
る
会

藍
住
町
シ
ネ
マ
サ
ロ
ン
Vol.
４

「
異
動
辞
令
は
音
楽
隊
！
」

日

時　
９
月
２
日（
土
）２
回
上
映

　
　
　
　
①
午
前
10
時
３0
分
か
ら

　
　
　
　
②
午
後
２
時
か
ら

場

所　
大
ホ
ー
ル

入
場
料　
（
全
席
自
由
席
）

　
〈
前
売
券
〉千
円

　
〈
当
日
券
〉一
般
・
大
学
生　
１
３
０
０
円

　
　
　
　
　
６0
歳
以
上　

�

千
円

　
　
　
　
　
小
・
中
・
高
校
生　
７
０
０
円

主

催　

�

藍
住
町
シ
ネ
マ
サ
ロ
ン
実
行
委
員
会

柳
亭
こ
み
ち
・
弁
財
亭
和
泉
ふ
た
り
会

日

時　
９
月
２4
日（
日
）

　
　
　
　
午
後
２
時
か
ら

木
戸
銭　
（
全
席
指
定
席
）

　
　
　
　
一
般　
２
千
円

　
　
　
　
高
校
生
以
下　
５
０
０
円

　
　
　
　

町
民
券　

１
５
０
０
円（
前
売
り

　
　
　
　
の
み
）

※
電
子
チ
ケ
ッ
ト
対
応

※
当
日
は
５
０
０
円
増

よ
ん
で
ん
ア
ン
サ
ン
ブ
ル
コ
ン
サ
ー
ト

～
わ
く
わ
く
が
い
っ
ぱ
い 

５
つ
の
音

楽
が
織
り
な
す
世
界
旅
行
～

日

時　
10
月
７
日（
土
）

　
　
　
　
午
後
２
時
か
ら

場

所　
大
ホ
ー
ル

出

演　
和
田　
絵
里
子（
ヴ
ァ
イ
オ
リ
ン
）

　
　
　
　
江
島　
万
梨
子（
ヴ
ァ
イ
オ
リ
ン
）

　
　
　
　
江
島　
直
之（
チ
ェ
ロ
）

　
　
　
　
木
藤　
麻
衣
子（
フ
ル
ー
ト
）

　
　
　
　
神
西　
彩（
ハ
ー
プ
）

　
　
　
　
立
川　
美
香（
ピ
ア
ノ
）

入
場
料　
（
全
席
指
定
席
）

　
　
　
　
一
般　
　
千
円

　
　
　
　
高
校
生
以
下　
５
０
０
円

※
当
日
は
５
０
０
円
増

※�

３
歳
以
上
有
料
。
２
歳
以
下
の
お
子
さ
ん

は
、
入
場
を
ご
遠
慮
く
だ
さ
い
。

※�

小
学
生
以
下
は
、
原
則
保
護
者
同
伴
で
お

越
し
く
だ
さ
い
。

発
売
日　
７
月
1６
日（
日
）

　
　
　
　
午
前
９
時
か
ら

派
遣
助
成　
公
益
財
団
法
人
よ
ん
で
ん
文
化
振

　
　
　
　
興
財
団

　

よ
ん
で
ん
ア
ン
サ
ン
ブ
ル
は
、（
公
財
）よ

ん
で
ん
文
化
振
興
財
団
の
奨
学
生
を
中
心
に

構
成
し
て
い
ま
す
。

わ
ろ
て
な
！
狂
言
ク
ラ
ブ（
受
講
生
募
集
）

　
狂
言
を
習
っ
て
み
ま
せ
ん
か
？

講

師　
河
野
佑
紀
さ
ん

　
　
　
　
（
町
出
身
の
狂
言
師
）

対

象　
小
学
１
年
生
以
上

場

所　
小
ホ
ー
ル

回

数　
①
舞
に
挑
戦
コ
ー
ス　
全
３
回

　
　
　
　
　
（
第
１
回
は
８
月
７
日
）

　
　
　
　
②
狂
言
に
挑
戦
コ
ー
ス　
全
７
回

　
　
　
　
　
（
第
１
回
は
11
月
６
日
）

※
両
コ
ー
ス
の
申
込
み
も
可
能
で
す
。

※�

日
時
は
総
合
文
化
ホ
ー
ル
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

で
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

受
講
料　
①
舞
に
挑
戦
コ
ー
ス

　
　
　
　
　
一
般　
３
千
円

　
　
　
　
　
高
校
生
以
下　
１
５
０
０
円

　
　
　
　
②
狂
言
に
挑
戦
コ
ー
ス

　
　
　
　
　
一
般　
７
千
円

　
　
　
　
　
高
校
生
以
下　
３
５
０
０
円

※
回
数
割
は
あ
り
ま
せ
ん
。

定

員　
各
1２
人（
申
込
順
）

申
込
方
法　

�

申
込
書
を
総
合
文
化
ホ
ー
ル
ま
で

提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

助

成　
徳
島
県

　
　
　
　
と
く
し
ま
文
化
・
未
来
創
造
支
援

ピ
ア
ノ
演
奏
体
験（
参
加
者
募
集
）

日

時　
８
月
１
日（
火
）、２
日（
水
）３
日（
木
）

　
　
　
　
午
前
11
時
～
午
後
４
時

　
　
　
　
（
１
枠
３0
分
）

※
正
午
か
ら
午
後
１
時
を
除
く

対

象　
小
学
生
か
ら
高
校
生

定

数　
各
日
８
枠（
申
込
順
）

申
込
方
法　

�

電
話
又
は
総
合
文
化
ホ
ー
ル
窓
口

で
氏
名
、
年
齢
、
希
望
日
時
、
連

絡
先
を
お
知
ら
せ
く
だ
さ
い
。

藍住
町民券

電子
チケット

電子
チケット
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月
届出おくやみ申し上げますおくやみ申し上げますおくやみ申し上げます 66月

届出

あ
い
ず
み
俳
壇
・
藍
住
歌
壇
の
掲
載
月
が
変
わ
り
ま
し
た

▼�

あ
い
ず
み
俳
壇（
俳
句
）と
藍
住
歌
壇（
短
歌
）を
隔
月
で
掲
載
し
て
い
ま
す
。（
偶
数
月
：
俳
句
、
奇
数
月
：
短
歌
）

町
民
の
方
を
対
象
に
俳
句
・
短
歌
を
募
集
し
て
い
ま
す

▼�ハ
ガ
キ
に
作
品（
１
人
１
句
又
は
１
首
）と
住
所
、
氏
名
、
電
話
番
号
を
記
入
し
て
投
稿
し
て
く
だ

さ
い
。
選
考
の
上
、
直
近
の
広
報
紙
へ
掲
載
し
ま
す
。

※
読
み
仮
名
の
表
記
が
必
要
な
場
合
は
、
必
ず
読
み
仮
名
を
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。

申 

〒
７
７
１・１
２
９
２ 

奥
野
字
矢
上
前
52
番
地
１　
政
策
推
進
室

キ
ッ
チ
ン
の
床
に
ネ
ジ
あ
り
黒
ず
ん
だ
戻
ら
ぬ
時
が
こ
ろ
が
る
よ
う
に

四
宮　

千
代

夏
つ
ば
き
を
備
前
の
壺
に
挿
し
お
え
て
幼
な
じ
み
を
待
つ
昼
下
が
り

森
本
ふ
み
子

背
伸
び
し
て
す
っ
く
と
咲
け
る
立
葵
今
年
も
会
え
た
梅
雨
の
晴
れ
間
に

小
野　

悦
子

梅
雨
空
の
天
気
予
報
は
今
日
も
雨
ま
だ
間
に
合
う
と
買
い
出
し
に
ゆ
く

桐
原
す
み
れ

カ
ー
テ
ン
に
午
後
の
ひ
か
り
の
戯
れ
て
ど
っ
ぷ
り
休
日
う
た
た
ね
三
昧

大
前　

順
子

夕
暮
れ
に
な
れ
ば
青
田
の
風
に
の
り
途
切
れ
と
ぎ
れ
に
ぞ
め
き
の
聞
こ
ゆ

岡
田　

博
子

夏
庭
の
胡
瓜
か
じ
れ
ば
甘
い
味　

水
分
補
給
に
体
潤
う

髙
田　

要
子

新
緑
の
ゆ
る
や
か
な
坂
一
歩
ず
つ
笑
っ
て
泣
い
て
楽
し
い
時
間小

林　

貴
代

小
学
校
の
休
み
時
間
の
児
ら
の
こ
え
風
に
運
ば
れ
わ
が
耳
に
咲
く春本

壽
美
子

山本　枝里子　選

地域の子どもは、
　　地域で守り育てましょう
地域の子どもは、
　　地域で守り育てましょう

子どもは、私たちの宝です
藍住町青少年健全育成会議
藍住町民生委員児童委員協議会
藍 住 町 P T A 連 合 会
藍 住 町 青 少 年 相 談 室
藍 住 町こども家庭支援室

（氏　名） （年　齢） （住　　所）

安　宅　重　之 87歳 勝瑞字西勝地

榮　　　輝　行 67歳 勝瑞字西勝地

佐　賀　節　子 80歳 徳命字小塚東

芝　髙　政　代 75歳 矢上字原

　地域の皆さんが健康で活力ある生活を送れるよう健康
チェックや健康体操等を各地域で開催します。
開催日 曜日 時　間 場　所 内　容

７月1９日 水 午前９時３0分～11時 江ノ口老人ルーム 健康チェック
脳若トレーニング

７月1９日 水 午後１時３0分～３時 徳命老人憩の家 健康チェック
健康体操

７月２1日 金 午後１時３0分～３時 東中富老人憩の家 健康チェック
脳若トレーニング

７月２4日 月 午前９時３0分～11時 乙瀬老人憩の家 健康チェック
フレイルチェック

７月２4日 月 午後１時３0分～３時 奥野老人憩の家 健康チェック
脳若トレーニング

８月１日 火 午後１時３0分～３時 西部老人憩の家 健康チェック
体幹トレーニング

８月２日 水 午後１時３0分～３時 富吉老人憩の家 健康チェック
脳若トレーニング

８月７日 月 午前10時～11時３0分 あいずみ藍工房 健康チェック
健康体操

住所、年齢に関係なく、ご都合のよい会場にお
越しください。

問   藍住町社会福祉協議会 （☎692・9951）
地域包括支援センター （☎637・3175）

いきいきサロンのご案内いきいきサロンのご案内

（子の氏名） （ふりがな） （性別） （父） （母） （住　　所）

世　戸　心　菜（こ こ な） 女 ひかる ・ 有 紀 東中富字敷地傍示

土　内　美珠稀（み ず き） 女 淳 也 ・ 安 純 富吉字岸ノ下

北　山　　　凛（り　 ん） 女 広 基 ・ 悠 香 奥野字前川

片　倉　奏　歩（そ　 あ） 男 祥 輝 ・ 彩 加 勝瑞字東勝地

塩　田　琴　羽（こ と は） 女 和 也 ・ 明日香 住吉字江端

大　塚　七　莉（な　 り） 女 吉 将 ・ 美 香 奥野字矢上前

吉　田　旺　心（おうしん） 男 勇 気 ・ 利 江 乙瀬字青木

小　西　璃　都（り　 つ） 男 涼 太 ・ 怜 奈 住吉字江端

野　口　璃　琉（り　 る） 男 航 平 ・ 愛 梨 矢上字春日

桒　村　　　譲（じ ょ う） 男 育 敬 ・ 美 紗 乙瀬字中田

上　管　彩　代（さ　 よ） 女 崇 文 ・ 有 紗 矢上字春日

中　川　結奈斗（ゆ な と） 男 伸 之 ・ 美奈子 住吉字江端

薄　墨　透　生（す　 い） 男 航 世 ・ 奈 那 住吉字乾

松　田　依　茉（え　 ま） 女 憲 武 ・ 美 咲 徳命字前須西

森　　　香　晴（こ は る） 女
達 也 ・ 麻衣吏 矢上字安任

森　　　芹　香（せ り か） 女
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CLINIC

増田クリニック
TEL:088-693-3020
藍住町役場東 500m

健診・予防接種承ります。
●診療科目：内科・循環器科

心臓血管外科・ペインクリニック内科

診療時間 月 火 水 木 金 土
○ ○ ○ ○

／

○

○ ○ ○ ○

○
5:30
まで

午前9:00～12:30

午後2:30～　6:30８月11.12.13.14.15.16　
お盆休みで休診させて頂きます

医療法人
健美会

とくしま耳鼻咽喉科
クリニック

診療科目：耳鼻咽喉科・アレルギー科・気管食道科・小児科

じ　　び　いん こう　か

診療時間

8:45～13:00

14:30～18:00
14:00
↓
14:45

月 火 水 木 金 土 TEL088-683-3987（サンキューハナ）
マルナカ成長店　南 200mエネオスはいる
西条北島線

徳島環状線
四国三郎橋▼

洋服の青山● ●釣具店

●陸運局

●
エネオスGSマルナカ成長店●

●はなまるうどん

N
とくしま
耳鼻咽喉科

㈳日本耳鼻咽喉科学会 認定 耳鼻咽喉科専門医
㈳日本アレルギー学会 認定 アレルギー専門医

院長　棚本　洋文
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正法寺川環境観察学習会を開催

河北町長、河北町議会議長・副議長が来町
　6月22日、河北町から、森谷俊雄町長、丹野貞子議長、吉田芳美副議長が来町されました。
　河北町の方々は、国指定史跡勝瑞城館跡を視察後、役場庁舎を訪れ、髙橋町長、西川議長の歓迎を受け、両町の現状や
施策について意見交換を行いました。
　また、今回の河北町と藍住町の交流を記念し、友好の証として製作された『“藍と紅”こ
ぎんフレーム』が森谷町長から髙橋町長に贈呈されました。
　その後、リニューアルした藍の館での藍染体験や奥村家住宅の見学など、一日を通して
本町の歴史と文化に触れていただきました。
　友好都市締結から今月で32周年を迎えました。紅と藍の伝統を縁とする交流を今後も
いっそう深め、両町の限りない発展に向けて思いを新たにしました。

サクランボと紅花が届きました
　今年も特産品のサクランボと紅花を送っていただきました。
　サクランボは「佐藤錦」で、糖度と酸味のバランスが良く、「赤いルビー」と呼ばれる日本を代表する
品種です。早速、保育所でおやつに提供したところ、子どもたちは手にとって興味津々の様子。「あ
まい」「おいしい」と笑顔で友好の味を楽しんでいました。
　紅花は河北町の町花で、梅雨の咲き始めは黄色く、やがて赤色になっていきます。紅花染めの
原料に用いられる、本町との友好のきっかけとなった花です。
　『“藍と紅”こぎんフレーム』と紅花は、庁舎１階に展示していますので、来庁の際にはぜひ
ご覧ください。

～～紅紅とと藍藍～ 友好都市山形県河北町との交流～ 友好都市山形県河北町との交流

　藍住町の染め師、矢野藍秀氏が染め上げた藍染めの布に、河北町の紅こぎん作家である白井
かおり氏が、紅花染めの糸を使用して刺し子された、両町の文化と伝統が重なり合った作品です。

『“藍と紅”こぎんフレーム』


